
１

令和８年第２回二戸市教育委員会定例会 

 

議事日程 

 

令和８年２月 10日（火）　 

午後１時 15 分　開議　　  

二戸市役所別館入札室　　  

 

 

 

 

 

 

 

 日程第 １ 会期の決定  

 

 日程第 ２ 一般報告  

 

 日程第 ３ 議案第１号 令和８年度教育施政方針要旨について 

 

 日程第 ４ 議案第２号 二戸市教育振興基本計画の変更について 

 

 日程第 ５ 議案第３号 市議会定例会提出議案への同意について 
うるし物語情報発信センター条例

 日程第 ６ 議案第４号 二戸市立小中学校管理運営規則の一部を改正する規則

 日程第 ７ 議案第５号 二戸市共同学校事務室要綱

 日程第 ８ 議案第６号 二戸市教育委員会教育長の権限に属する事務の委任等に関する規程の一

部を改正する訓令

 日程第 ９ 議案第７号 二戸市立図書館利用要綱の一部を改正する告示

 日程第 10 報告第１号 二戸市教育委員会の後援・共催等について
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令和８年第２回教育委員会定例会　会議録 

 
 
１　日　時　　令和８年２月 10 日（火）　午後１時 15 分 

 
 
２　場　所　　二戸市役所別館入札室 
 
 
３　会議に出席した委員 

※教育長及び委員の過半数の出席があるため会議は成立 

（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第３項） 

 
 
４　説明のため会議に出席した職員 

 
　　　　　　 
５　職務（記録）のために会議に出席した者の氏名 

 

 

６　会議の大要 

　　（１）議題等　　　 別紙議事日程のとおり 

　　（２）議事の大要　 開会　午後１時 15 分 

 

 

 

 

 

 

 教育長 加　藤　暢　之 （１番）

 教育委員 阿　部　　　歩 （３番）

 教育委員 荒　谷　直　大 （４番）

 教育委員 佐々木　千　穂 （５番）

 教育部長 
副部長兼教育企画課長

立　花　幸　博 
長　畑　宏　範

 教育企画課学校教育企画監 桂　　　康　博

 生涯学習課長 漆　田　千賀子

 図書館長 土　屋　美由紀　　

 文化財課長 柴　田　知　二

 学校給食センター所長 工　藤　裕　介

 学校教育主査 五日市　知　之
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 加藤教育長 ただいまの出席者は４名です。 

定足数に達しておりますので、会議は成立しています。 

 ただいまから、令和８年第２回二戸市教育委員会定例会を

開会いたします。 

 事務局、本日の傍聴の申し出はありますか。 

 長畑教育企画課長 ありません。 

 加藤教育長 はい。はじめに、会議録の承認を行います。 
　令和８年第１回二戸市教育委員会定例会の会議録につきま

しては、すでにお渡ししておりますが、字句の訂正を除き、

承認してよろしいでしょうか。 

 委員一同 異議なし。 

 加藤教育長 それでは、承認いたします。 
　なお、字句の訂正がございましたら、後ほど事務局まで　

お伝え願います。 
　また、本日の定例会終了後、出席委員は、二戸市教育委員

会会議規則第 30 条に基づき、会議録に署名をお願い　　　　

いたします。 

 日程第１　会期の決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 加藤教育長 　それでは、議事日程に従い、会議を進めて参ります。 
　日程第１「会期の決定」をお諮りいたします。 
　会期は、本日１日間にしたいと思いますが、いかがで　　

しょうか。 

 委員一同 異議なし。 

 加藤教育長 　ご異議がないものと認め、会期は本日１日間といたし　　

ます。 

 日程第２　一般報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 加藤教育長 　次に、日程第２「一般報告」を議題といたします。 
１ページをお開きください。 

・２月９日（月）県教育委員会と市町村教育委員会との意

見交換会について報告
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 報告は以上になりますけれども、何かご質問はございます

でしょうか。 

 委員一同 　なし。 

 加藤教育長 ないようですので、日程第２「一般報告」は終了いたしま

す。 

 　それでは、議案の審議に入ります。 

 日程第３　議案第１号「令和８年度教育施政方針要旨について」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 加藤教育長 日程第３　議案第１号「令和８年度教育施政方針要旨につ

いて」を議題といたします。 
議案第１号の説明をお願いします。 

 長畑教育企画課長 【資料説明】 

 加藤教育長 説明が終わりました質疑を許可致します。 

 委員一同 　なし。 

 加藤教育長 それでは、議案第１号「令和８年度教育施政方針要旨につ

いて」は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 委員一同 　異議なし。 

 加藤教育長 ご異議ないものと認め、議案第１号は原案のとおり可決い

たします。 

 日程第４　議案第２号「二戸市教育振興基本計画の変更について」　　　　　　　　

 加藤教育長 日程第４　議案第２号「二戸市教育振興基本計画の変更に

ついて」を議題といたします。 

議案第２号の説明をお願いします。 

 長畑教育企画課長 【資料説明】 

 加藤教育長 説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

 委員一同 　なし。 
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 加藤教育長 それでは、議案第２号「二戸市教育振興基本計画の変更に

ついて」は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 委員一同 　異議なし。 

 加藤教育長 ご異議ないものと認め、議案第２号は原案のとおり可決い

たします。 

 日程第５　議案第３号「市議会定例会提出議案への同意について」　　                            　　　　

 加藤教育長 日程第５　議案第３号「市議会定例会提出議案への同意に

ついて」を議題といたします。 

議案第３号の説明をお願いします。 

 柴田文化財課長 【資料説明】 

 加藤教育長 説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

 うるし物語情報発信センター条例は新規条例ですか、それ

とも既存の条例の改正でしょうか。 

 柴田文化財課長 新規の条例制定となっています。 

 佐々木委員 収蔵庫は教育委員会の管轄でしょうか。 

 柴田文化財課長 収蔵庫の中に改修工事でうるし物語情報発信センターを

設置するものであり、その部分に関しての条例制定になりま

す。収蔵庫全体の管理は教育委員会文化財課で管轄するもの

です。 

 佐々木委員 近くの浄法寺歴史民族資料館は、月曜日が休館ですが、新

規条例の中では、うるし物語情報発信センターの休館日は毎

週火曜日となっています。休館日を合わせないものでしょう

か。 

 柴田文化財課長 　休館日は検討をしたものですが、今回は漆文化を発信する

という目的にしており、滴生舎に合わせる形で火曜日を休館

日としました。 

 加藤教育長 他にございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

それでは、議案第３号「市議会定例会提出議案への同意に
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 ついて」は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 委員一同 　異議なし 

 加藤教育長 ご異議ないものと認め、議案第３号は原案のとおり可決い

たします。 

 日程第６　議案第４号「二戸市立小中学校管理運営規則の一部を改正する規則」　　　　　   　

 加藤教育長 日程第６　議案第４号「二戸市立小中学校管理運営規則の

一部を改正する規則」を議題といたします。 

議案第４号の説明をお願いします。 

 長畑教育企画課長 【資料説明】 

 加藤教育長 説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

 よろしいでしょうか。 

それでは、議案第４号「二戸市立小中学校管理運営規則の

一部を改正する規則」は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

 委員一同 　異議なし 

 加藤教育長 ご異議ないものと認め、議案第４号は原案のとおり可決い

たします。 

 日程第７　議案第５号「二戸市共同学校事務室要綱」　　　　　  　　　　　　 　 

 加藤教育長 日程第７　議案第５号「二戸市共同学校事務室要綱」を議

題といたします。 

議案第５号の説明をお願いします。 

 長畑教育企画課長 【資料説明】 

 加藤教育長 説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

 　福岡中学校以外に事務長が配置された場合でも、共同学校

事務室は福中におくものでしょうか。 

 長畑教育企画課長 議案第４号で説明をしました規則において別に定めると

記載があることから、要綱において定めているものでござい

ます。事務長の配置によって設置場所が変わるものではな
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 く、基本的には福岡中学校になるものでございます。 

 佐々木委員 共同学校事務室は月に何回程度集まるものでしょうか。 

 長畑教育企画課長 　概ね月に２回程度集まるものでございます。 

 加藤教育長 要綱にひな形はあるものでしょうか。 

 長畑教育企画課長 　既に設置されている他市町村の要綱を参考にしながら、二

戸市の状況を踏まえ作成したものでございます。 

 加藤教育長 他にございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

それでは、議案第５号「二戸市共同学校事務室要綱」は、

原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 委員一同 　異議なし 

 加藤教育長 ご異議ないものと認め、議案第５号は原案のとおり可決い

たします。 

 日程第８　議案第６号「二戸市教育委員会教育長の権限に属する事務の委任等に関

する規程の一部を改正する訓令」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 加藤教育長 日程第８　議案第６号「二戸市教育委員会教育長の権限に

属する事務の委任等に関する規程の一部を改正する訓令」を

議題といたします。 

議案第６号の説明をお願いします。 

 長畑教育企画課長 【資料説明】 

 加藤教育長 説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

 よろしいでしょうか。 

それでは、議案第６号「二戸市教育委員会教育長の権限に

属する事務の委任等に関する規程の一部を改正する訓令」

は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 委員一同 　異議なし 

 加藤教育長 ご異議ないものと認め、議案第５号は原案のとおり可決い

たします。 
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 日程第９　議案第７号「二戸市立図書館利用要綱の一部を改正する告示」　　　　 

 加藤教育長 日程第９　議案第７号「二戸市立図書館利用要綱の一部を

改正する告示」を議題といたします。 

議案第７号の説明をお願いします。 

 土屋図書館長 【資料説明】 

 加藤教育長 説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

 よろしいでしょうか。 

それでは、議案第７号「二戸市立図書館利用要綱の一部を

改正する告示」は、原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

 委員一同 　異議なし 

 加藤教育長 ご異議ないものと認め、議案第５号は原案のとおり可決い

たします。 

 日程第 10　報告第１号「二戸市教育委員会の後援・共催について」　　　　　　　 

 加藤教育長 日程第 10　報告第１号「二戸市教育委員会の後援・共催等

について」を議題といたします。 

報告第１号の説明をお願いします。 

 長畑教育企画課長 【資料説明】 

 加藤教育長 報告が終わりました。質疑を許可いたします。 

 　ないものと認め、報告第１号は説明のとおりといたします。 

 以上で、予定されていた案件は、すべて終了いたしました。 

ほかに、何かありましたらお願いいたします。 

 　ないようですので、次回の教育委員会定例会の日程を決め

たいと思います。事務局お願いします。 

 長畑教育企画課長 次回は、３月 23 日（月）午前 10 時からを予定しておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 加藤教育長 事務局から以上の提案がありましたが、いかがいたします
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 か。大丈夫でしょうか。 

 加藤教育長 それでは、次回の二戸市教育委員会定例会は、３月 23 日

（水）午前 10 時より市役所１階会議室で開催することと決

しました。 

なお、２月 27日（金）午後４時より、１階会議室で第１回

臨時会を開催しますので、ご参集のほど、よろしくお願いし

ます。 

　以上で、令和８年第２回二戸市教育委員会定例会を閉会　

いたします。 

 

 

【閉会　午後２時 00分】 

 

 

 


